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南部地域の企業・魅力体感ツアー運営業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  南部地域の企業・魅力体感ツアー運営業務委託 

 

２ 履行期間 

  契約の日から令和９年２月２６日（金）まで 

 

３ 業務の目的及び概要 

  高等教育機関が少なく、若者の流出が著しい南部地域（※）においては、地域活

力の維持のためにも、地域外に進学・就職した若者等を対象とした人口の還流に向

けた取組が必要である。 

本業務は、将来的な人口の還流に向けて、南部地域にある地域の資源を活かして

事業を展開する企業等の見学や、地域だからこそできる様々なことにチャレンジを

して活き活きと暮らす方々との交流、自然や文化の体験を通して、地域で働くこと

や暮らすことの魅力を地域外の若者に体感してもらうためのツアーを実施・運営す

るものである。 

※南部地域：伊勢市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、大台町、玉城町、 

度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町（計 13市町） 

 

４ 業務の明細 

  ツアーは「Ⅰ 学生編」と「Ⅱ 社会人編」を各１回実施する。詳細の条件は次の

とおり。 

 

Ⅰ 学生編 

「Ⅰ 学生編」のメインターゲットは、三重大学生（大学院生含む。以下同じ。）とし、

ツアーの実施にあたっては、県及び三重大学（以下、「大学」という。）と協議のうえで業

務を行うこととする。 

 

（１）ツアー企画・実施業務 

①コースの設定 

ア）南部地域を訪問する１泊２日以上のツアーを企画、実施すること。なお、ツアーの

訪問先及び行程については、県及び大学と協議のうえ決定するものとする。 

イ）ツアー日程は、９月１日から９月３０日までの期間中に設定すること。また、具体

的な日程については、県及び大学と協議すること。 

ウ）１ツアーあたり２社以上の南部地域の企業等（NPO 法人、農業法人、社会福祉法

人等の各種法人や団体を含む。以下同じ。）への訪問を組み込むこと。 

エ）本事業が主に地域外に進学した学生を対象にしていることを念頭に、訪問先企業

等と調整をし、単なる紹介にとどまらず、U・I ターンして活躍している人が当該企
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業等に就職した理由をプレゼンテーションする時間や、当該企業等の取組について

理解を深めるためのワークショップ・現場視察を組み込む等の工夫をすること。 

オ）ツアーの中で、地域の産業や地域づくりの取組に触れる機会、又は南部地域の自然

等を体験する機会を設けること。なお、この体験はウ）の企業等訪問時に合わせて行

うこととしても差し支えない。 

カ）ツアー中に参加者と地域の方々との交流会を開催すること（詳細は「Ⅲ（３）地域

の方々との交流会の開催」を参照。）。 

キ）往路について、津市内に集合地を設定し、当該集合地を出発地とするか、経由した

うえで訪問先に向かう行程とすること（詳細な集合場所等については、別途県及び大

学と協議のうえで決定することとする）。復路については、原則として出発地まで参

加者を送ったうえで解散することとする。ただし、参加者の住所地等を踏まえて個別

に調整することは差し支えない。 

ク）訪問先企業等には委託料の中から謝礼を支払うこと。 

 

②参加者の条件 

ア）参加者のメインターゲットは三重大学生とするが、三重大学以外の大学、大学院、

高等専門学校に所属する学生がツアーに参加することを妨げるものではない。 

イ）原則として１５名以上の参加者を確保すること。ただし、体調不良によるキャンセ

ル等、やむを得ない事情で確保できなくなった場合はこの限りでない。 

 

③参加者の募集 

ア）参加者の募集にあたって、チラシ（電子チラシ可）を作成し、県及び大学へ納品す

ること。なお、参加対象者への周知については、原則として県もしくは大学が行い、

申し込み受付業務及び参加決定者への連絡や問い合わせ対応については、受託業者

にて行うこととする。 

イ）ツアーの募集期間は原則として１カ月以上を確保することを想定している。 

 

④ツアー参加費 

ツアー参加費は原則無料とする。ただし、国内旅行傷害保険の保険料【Ⅲ（２）

エ）】について参加者に負担させることは差し支えない。 

  

 （２）参考（委託業務外：レポート課題及びワークショップの実施） 

   ツアー開催後、参加者にレポート課題を課し、後日１か月以内を目途にワークショッ

プを行う。なお、レポート課題及びワークショップは大学の主催にて実施することを想

定している（テーマ例「若者に選ばれる南部地域となるために求められる働き方、暮ら

し方とは」）。また、大学側の事務担当については研究・地域連携部 地域創生推進チー

ムを想定している。 
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Ⅱ 社会人編 

（１）ツアー企画・実施業務 

①コースの設定 

ア）本業務の目的を達成できるよう、社会の動向などを参考に、「若者が『地方で働く

ことや暮らすこと』についてどのような意向を持っているのか」についての仮説

を設定し、仮説に基づくツアーテーマ及びメインターゲットを設定したうえで、南

部地域を訪問する１泊２日以上のツアーを企画、実施すること。なお、ツアーの訪問

先及び行程については、県と協議のうえ決定するものとする。 

イ）ツアー日程は、参加対象者（②参照）が参加しやすい日程とすること。 

ウ）１ツアーあたり２社以上の南部地域の企業等（NPO 法人、農業法人、社会福祉法

人等の各種法人や団体を含む。以下同じ。）への訪問を組み込むこと。 

エ）本事業が主に地域外に就職した若手社会人を対象にしていることを念頭に、訪問先

企業等と調整をし、単なる紹介にとどまらず、U・I ターンして活躍している人が当

該企業等に就職した理由をプレゼンテーションする時間や、当該企業等の取組につ

いて理解を深めるためのワークショップ・現場視察を組み込む等の工夫をすること。 

オ）ツアーの中で、地域の産業や地域づくりの取組に触れる機会、又は南部地域の自然

等を体験する機会を設けること。なお、この体験はウ）の企業等訪問時に合わせて行

うこととしても差し支えない。 

カ）ツアー中に参加者と地域の方々との交流会を開催すること（詳細は「Ⅲ（３）地域

の方々との交流会の開催」を参照。） 

キ）往路について、津市内に集合地を設定し、当該集合地を出発地とするか、経由した

うえで訪問先に向かう行程とすること。なお、復路については、原則として往路で設

定した集合地まで参加者を送ったうえで解散することとする。ただし、参加者の住所

地等を踏まえて個別に調整することは差し支えない。 

ク）訪問先企業等には委託料の中から謝礼を支払うこと。 

 

②参加者の条件 

ア）参加対象者は南部地域外に就職した社会人１０年目程度までの方とする。なお、原

則として満３５歳を参加上限とする。 

イ）１ツアーあたり原則として１５名以上の参加者を確保すること。ただし、体調不良

によるキャンセル等、やむを得ない事情で確保できなくなった場合はこの限りでない。 

 

③参加者の募集 

ア）参加者の募集にあたっては、チラシ（電子チラシ可）を作成し配布すること。 

イ）人数の確保に向けて、web広告や SNS広告の出稿、受託者自らが有する広報媒体な

どの活用等、効果的な方法を検討し、予算の範囲内で積極的に取り組むこと。 

ウ）ツアーの募集期間は原則として１カ月以上を確保すること。 
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④ツアー参加費 

ツアー参加費は以下に相当する額とし、県と協議のうえ、参加者１人あたり 

１０，０００円以内を目安に設定することとする。なお、この場合において、参加

者数いかんを問わず、委託料の調整は行わないものとする。 

・体験費用【（１）オ）】 

・１、２日目の昼食費【Ⅲ（２）イ）】 

・宿泊費【Ⅲ（２）ウ）】 

・国内旅行傷害保険の保険料【Ⅲ（２）エ）】 

・交流会の参加費【Ⅲ（３）ア）】 

 

Ⅲ Ⅰ・Ⅱ共通の業務 

 （１）ツアーの行程を提案するうえでの注意事項 

   ・ツアーの行程は、参加者が南部地域で働くことや暮らすことの魅力を十分に感じ

られるよう、訪問の順序や各地での滞在時間も考慮すること。 

   ・可能な限り、以下に示す「訪問先候補」を優先していずれかのツアーの行程に含め

ること。 

   【訪問先候補】 

伊勢市 神社 Cheers（かみやしろチアーズ） 

志摩市 Co Blue Center、(有)伊勢志摩冷凍、じゃまテラス、cafe stop by joe、

UMILABO、志摩市サーフィン活用推進協議会 

大台町 宮川観光振興公社（奥伊勢フォレストピア）、(株)宮川物産、(株)フォ

レストファイターズ 

度会町 米農家や茶農家などの一次産業事業者、宮リバー度会パークでの交流 

紀北町 伊勢路レモン農園 

 

（２）ツアーの条件 

ア）参加者全員が乗ることができるバス、及びバスの運転手を手配すること。 

イ）参加者の昼食を手配すること。なお、可能な限り地域の事業者を利用して調達する

こと。 

ウ）参加者全員が宿泊できる宿泊先を確保すること（民宿等の場合は近隣の宿への分宿

も可）。可能な限り個室の確保に努めることとし、やむを得ず相部屋とする場合は、

男女、喫煙・禁煙を分けること。 

エ）ツアーは、安全に十分配慮して実施すること。また、ツアー中の事故に備えて、ツ

アー参加者全員に国内旅行傷害保険に加入させること。 

オ）ツアーには運営スタッフが同行すること。 

カ）ツアー参加者にツアーの満足度や参加前後での南部地域への印象の変化、将来的な

南部地域への U ターンや移住の意向等に関するアンケートを実施すること。 

 キ）ツアーの実施にあたって、受託者が第１種又は第２種旅行業の登録業者でない場合
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は、登録業者に委託して実施する等、旅行業法、道路運送法等の関係法令を遵守する

こと。 

 

（３）地域の方々との交流会の開催 

ア）ツアー中に、南部地域で活き活きと働き、暮らしている方々とツアー参加者との交

流会を開催すること。なお、実施内容の詳細は、三重県と協議のうえ、決定すること。 

イ）交流会に参加していただく地域の方々は３名程度を確保すること。（例：デジタル

技術を活用する等し、地域にいながらも都市部と遜色なく仕事をされている方や地

域の魅力を活かした働き方をされている方、地域おこし協力隊の方々等。）。 

ウ）参加された地域の方々には委託料の中から謝礼を支払うこと。 

エ）交流会の会場を確保すること。なお、会場は南部地域の自然や文化など、南部地域

の魅力を参加者に伝えられる場所とすることが望ましい。 

オ）交流会の進行は受託者において行い、会が円滑に進むよう工夫をすること。 

 

（４）報告書作成 

ア）ツアーの結果を報告書にまとめること。その際、実施して見えた課題、今後実施す

るうえでの改善点等についてとりまとめること。 

イ）報告書には、ツアー参加者に向けて実施したアンケート結果を掲載するとともに、

分析して結果をまとめること。 

 

（５）独自提案取組 

ツアーの趣旨を踏まえたうえで、当該事業をより効果的な内容とする方策（例：

ツアーの様子を SNS等で積極的に情報発信する等）について、委託料の範囲内で実

施可能なものがあれば提案のうえ取り組むこと。 

 

５ 業務実施上の条件 

（１）委託業務の実施にあたって、契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務

内容については、三重県と協議を重ねながら実施するものとする。そのため、

協議の結果、提案内容と業務実施内容とが異なる場合がある。 

（２）肖像権・著作権に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託事業者が必要な

処理を行うものとする。 

（３）本契約に基づく成果物の所有権は、三重県へ成果物の引き渡しが完了したとき

に三重県に移転するものとし、成果物の著作権（著作権法第２７条及び第２８

条に規定する権利を含む。）は、成果物の引き渡しをもって三重県に譲渡され

るものとする。また、著作者は、成果物に係る著作者人格権を将来にわたって

一切行使しないものとする。ただし、上記以外に有効な手法がある場合には、

適宜提案すること。なお、使用に関して条件や制限があるものについては、そ

の都度両者で別途協議するものとする。 
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（４）再委託を行う場合には、事前に三重県の了解を得たうえで、再委託先事業者の

管理監督を行うこと。なお、業務遂行上、必要に応じて、再委託先に対して三

重県が直接に指示をする場合がある。 

（５）委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目

的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後に

おいても同様とする。 

（６）委託業務を通じて取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律

の適用を受けるものとする。 

（７）受託事業者は、受託業務の履行にあたり、自己の責めに帰すべき理由により偽

造又は不正取引等で三重県に損害を与えたときは、その損害の責めを負うもの

とする。 

（８）受託事業者は、委託業務の履行にあたり、受託事業者の行為が原因で利用者そ

の他の第三者に損害が生じた場合は、その賠償の責めを負うものとする。 

（９）三重県は、必要に応じ、受託先を訪問し状況確認を行うとともに、実地及び書

面による検査を実施することができるものとする。 

（10）三重県が受託事業者を決定した後、委託契約にあたり、仕様書に定める事項及

び仕様書に定められた事項以外に疑義が生じた場合は、遅滞なく三重県と協議

を行うものとする。 

 

６ 納品する成果物及び提出期限等 

（１）成果物 

   Ⅲ（４）で作成した事業実施報告書の電子データ（pdf形式） 

（２）提出期限 令和９年２月２６日（金） 

（３）提出場所 三重県 地域連携・交通部 南部地域振興局 南部地域振興企画課 

        Email:nanbu@pref.mie.lg.jp 


